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（＊１）「宅地」には、住宅地以外にも工場用地なども含まれる。

（＊２）港湾計画については、特例の手続を実施することとなる（14ページ参照）。

環境アセスメントの対象事業一覧

※環境アセスメント制度のあらまし（環境省）より抜粋
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環境アセスメントの手続の流れ

※環境アセスメント制度のあらまし（環境省）より抜粋
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◎環境アセスメント根拠法令

・環境影響評価法（抜粋）

・発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係

る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び

評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等

を定める省令（抜粋）

（配慮書の作成等）

第三条の三 第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に

掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）を作成しなければならない。

一 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の

所在地）

二 第一種事業の目的及び内容

三 事業実施想定区域及びその周囲の概況

四 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの

五 その他環境省令で定める事項

（配慮書についての意見の聴取）

第三条の七 第一種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省

令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意

見を求めるように努めなければならない。

２ 前項の主務省令は、計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見

地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣（主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣

総理大臣）が環境大臣に協議して定めるものとする。

（関係地方公共団体の長からの意見聴取の方法）

第十四条 配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、

当該配慮書の案又は当該配慮書を添えて、当該関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日か

ら起算して六十日程度の適切な期間を定めて行うものとする。

２ 配慮書の案について、前条の規定により一般の意見を求めた場合は、同条第五項の規定により提出された意見の概

要を記載した書類及び当該意見に対する第一種事業を実施しようとする者の見解を記載した書類を前項に規定する

書面に添えて関係地方公共団体の長に送付するよう努めるものとする。

３ 関係地方公共団体である都道府県の知事（この条において「関係都道府県知事」という。）は、第一項の規定による

書面の送付を受けたときは、同項の第一種事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、配慮書の案

又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

４ 前項の場合において、関係都道府県知事は、期間を指定して、配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団

体である市町村の長（この条において「関係市町村長」という。）の環境の保全の見地からの意見を求めることができるも

のとする。
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・高知県環境影響評価条例

・高知県環境影響評価条例施行規則 抜粋

５ 第三項の場合において、関係都道府県知事は、前項の意見を勘案するとともに、第二項の各書類がある場合には、

当該書類に記載された意見及び見解に配意するよう努めるものとする。

６ 第四条第二項第一号又は第二号に規定する地域の全部が法第十条第四項に規定する一の政令で定める市に限

られる場合は、第三項から前項までの規定にかかわらず、当該市の長が第一項の書面の送付を受けたときは、同項の

第一種事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、配慮書の案又は配慮書についての環境の保全

の見地からの意見を書面により述べるものとする。この場合において、関係都道府県知事は必要に応じ当該者に対し

意見を述べることができるものとする。

７ 第三項又は前項の規定により意見を述べた都道府県知事又は市長は、速やかに当該書面を経済産業大臣に送付

するものとする。

第 9 章 高知県環境影響評価技術審査会

(設置)

第 38 条 この条例の規定による環境影響評価等その他の手続に関する技術的な事項を調査審議させるため、高知県環

境影響評価技術審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第 39 条 審査会は、委員 15 人以内で組織する。

(任命等)

第 40条 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、3 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第 41 条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第 42 条 審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第 8 章 高知県環境影響評価技術審査会

(審査会)

第 69 条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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・高知県環境影響評価技術審査会設置要領

（趣旨）

第１条 この要領は、高知県環境影響評価条例（以下「条例」という。）第42条及び高知県環境影響評価条例

施行規則（以下「規則」という。）第６条の規定に基づき、条例及び規則に定める事項のほか、高知県環境影

響評価技術審査会（以下「審査会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（会議の招集）

第２条 会長は、審査会の会議（以下「会議」という。）を開催しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び議案を

委員に通知するものとする。

（委員の欠席の届出）

第３条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ会長に申し出なければならない。

（会議） ．

第４条 審査会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し学識経験を有する者、事業者その他委員以外

の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

２ 会議は、特に非公開とする必要があると認める場合を除くほか、公開とする。

３ 会義の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（会義の議事録）

第５条 会議の議事については、その概要を記載した議事録を作成し、議長及びその都度議長が指名した委員２

名がこれに署名押印しなければならない。

附 則

この要領は、平成 11 年７月 27 日から施行する。
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